
届出の日を記入してください。 

 

  

           〇 △ □  

 

              

                たかおか   いちろう     まんよう  まつこ 

                 高岡   一郎     万葉  松子 

                   ３    ２  ２       ４   １  １        

               富山県高岡市広小路       夫に同じ 

                  ７    50         

                              

                                 

              富山県高岡市下麻生    富山県高岡市福岡町大滝 

                     1108            12 

                高岡 花子       万葉 幸雄 

高岡 太郎                 万葉 幸雄 

高岡 花子          万葉 梅子 

 

 

 富山県高岡市広小路７ 

                 元  ６ 

 
               

 

 
 
 
 

 
 
  

 

                               高岡 一郎        万葉 松子 

 

 

 
証人は成年者２名、続柄はどなたでも結構です。 

≪注意事項≫ 

▶開庁時間外に届出する場合、または届出日に希
望がある場合は、必ず、事前に窓口で審査を受け
てください。 

▶開庁時間内は、本庁市民課⑥番窓口、伏木支所、
戸出支所、中田支所、福岡支所で、受付していま
す。開庁時間外は、本庁時間外受付のみの受付と
なります。 

▶添付書類不足、未記入、誤記等により、受理で
きないことがありますので、ご了承ください。 

婚 姻 届 の 書 き 方 と ご 注 意 

高 岡 花 子       万 葉 幸 雄 

45    １   １      46    ２   ２ 

富山県高岡市広小路        富山県高岡市戸出町２丁目  

7      50                  13      ４1 

 

 富山県高岡市下麻生      富山県高岡市福岡町大滝 

           1108                         12 

 

 

 

日本人の方は和暦で
記載してください。 

高岡市役所市民課 〒933-8601 高岡市広小路 7 番 50 号 

TEL：0766-20-1336 

高岡花子 
 

 

万葉幸雄 

高岡一郎 

 

万葉松子 

０８０１２３４〇〇〇〇 

０９０５６７８△△△△ 

✔ ✔ 

✔ 

長 二 

 

≪持参していただくもの≫ 
⑴ 婚姻届 
⑵ 持参者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 
⑶ マイナンバーカード ※お持ちの方で、氏が変更になる方（高岡市在住の場合のみ） 
≪住所の変更がある場合≫ 
※住所の変更や世帯合併がある場合、事前にお手続きいただくとスムーズです。 
⑴他市から転入する場合､転出証明書 

(マイナポータルで転出のお手続きをされた場合はマイナンバーカード※開庁時間に届出する場合のみ) 
⑵住民異動届(開庁時間外に届出する場合) 

 

✔ 

（４）欄の記入について 

婚姻後、夫の氏を称する場合は        とし、妻の氏を称する場合は        とします。 

 

・☑にお間違いのないようご注意ください。届出後の変更はできません。 

・☑の氏の人が戸籍の筆頭者でない場合は、２人で新しく戸籍をつくります。 

 実在する町名地番を記入してください。（窓口でご確認ください。） 

☑夫の氏 

☐妻の氏 

☐夫の氏 

☑妻の氏 

 

日中連絡のとれる電話番号を
記載してください。 

夫・妻それぞれあては
まるところに☑をし
てください。 

必ず届出人が署名し
てください。押印は任
意です。 

夫の氏・妻の氏どちら
かに☑をしてくださ
い。 


